
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令（案）について 

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課 

平 成 2 9 年 ８ 月 

 

１ 改正の趣旨 

○  安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法

律第160号）第24条第２項において採血が禁止されている「貧血

者、年少者、妊娠中の者その他採血が健康上有害であるとされる

者」（以下「採血不適格者」という。）は厚生労働省令で定めるも

のとされている。 

○  採血不適格者の範囲は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に

関する法律施行規則（昭和31年厚生省令第22号。以下「施行規則」

という。）第14条第２項及び別表第２で定めている。 

○ 今般、採血の実情を鑑み、施行規則の改正を行う。 

 

 

２ 改正の内容 

① 採血不適格者の基準に係る期間の起算日が、採血が行われた日

であることを明確化する 

② 採血不適格者の要件である総採血量及び総回数の算定期間を

「過去１年間」から「過去52週間」に改める。 

※企業や学校献血のスケジュール調整上、例えば、毎年度同月の第○曜日を採血

実施日とする調整が行われている状況に鑑み、現在の年間総採血量の「年間」

のとらえ方を、「１年」ではなく「52週」とする（１年は52週＋１日であるた

め、曜日の固定ができない）。 

 

３ 公布の日（予定） 

  平成29年10月上旬  

   

４ 施行期日 

  平成30年４月１日 

資料２ 

1



安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
健
康
診
断
の
方
法
等
）

（
健
康
診
断
の
方
法
等
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

別
表
第
二
の
基
準
の
欄
に
よ
る
期
間
の
計
算
は
、
採
血
を
行
っ
た
日
か
ら

（
新
設
）

起
算
す
る
。

別
表
第
二
（
第
十
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
四
条
関
係
）

採

血

の

種

類

基

準

採
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〇
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〇
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（
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四
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